
- 1/1 -

平成２１年１０月３０日
中央労働委員会事務局
第三部会担当審査総括室
審査官 瀬 野 康 夫
tel.03（5403）2265
fax.03（5403）2250

伊⾖⼭タクシー不当労働⾏為再審査事件
（中労委平成２１年（不再）第１号）決定書交付について

中央労働委員会第三部会（部会長 赤塚信雄）は、平成２１年１０月３０日までに、

標記事件に係る決定書を交付及び公示による通知を行ったのでお知らせします。

決定の概要等は次のとおりです。

再審査申⽴⼈が再審査申⽴ての意思を放棄したものとして、同申⽴てを却下。

Ⅰ 当事者
再審査申立人 伊豆山タクシー株式会社（以下「会社」）従業員数２５人 （平成19年7月）

再審査被申立人 伊豆山タクシー労働組合（以下「組合」）組合員数１４人 （同上）

Ⅱ 事案の概要等 ※以下、平成の年号を省略

１ 本件は、会社による次の(1)～(3)の行為が、労働組合法第７条第１号ないし第３号に該当

するとして救済申立てがあった事件である。

(1) 組合の執行委員長及び副執行委員長を解雇したこと（１・３号）

(2) 会社社長による、組合員に対する威圧的発言 （３号）

(3) 組合が申し入れた団体交渉を拒否したこと （２号）

２ 初審静岡県労委は、上記の行為を不当労働行為と認め、会社に対し、委員長らの解雇取消、

原職復帰、バックペイ、威圧的言動の禁止及び誠実団交応諾、並びに文書掲示を命じた。

３ 会社は、本年１月５日、初審命令の救済部分の取消しを求めて当委員会に再審査を申し立

てた。

Ⅲ 決定の概要等
１ 主文 本件再審査申立てを却下する。

２ 判断の要旨

会社は、再審査を申し立てた後、管轄運輸局に事業廃止届を提出して受理され（商業登記

を閉鎖していない）、会社及び代表者の所在も不明となった。そして、本件再審査に必要な

手続を行わないまま、当委員会からの連絡等も行えない状態が半年以上継続し、今後、この

ような状態が改善される兆し、見通しはない。このような事情のもとでは、会社は再審査申

立ての意思を放棄したものと認められる。したがって、労働委員会規則第３３条の趣旨にか

んがみ、会社の本件再審査申立てはこれを却下せざるを得ない。

【参考】 初審 救済申立 １９年 ７ 月２７日（静岡県労委平成１９年（不）第４号）

命令交付 ２０年１２月１８日


